
川崎市 新潟市 鴻巣市 沖縄県 西尾市 藤沢市 宮城県 川越市 新座市 山梨県 秋田県 北海道 御殿場市 上尾市
条例 要綱 条例 要綱 要綱 条例 要綱 要綱 条例 要綱 要綱 条例 条例 要綱

法的
性格

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

市長の私
的諮問機
関

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

執行機関
の補助機
関（第１５
３条第１
項）

市長の私
的諮問機

関

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）に準
じる機関

市長の私
的諮問機

関

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

― ― ―

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

執行機関
の付属機
関（第１３
８条の４第
３項）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ― ○ ― ○ ○

議会制度
や監査委
員制度に
委ねる ○ ○ ― ― ― ○ ―

○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○
首長の所管する業
務の執行に関する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

執行機関

○

○（市長
の委任を
受けること
が必要） ○ ○

市長以外
の執行機
関などか
ら委任を
受けた場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会 × ○ × × × × × × × × × × × ×
公安委員会 ― ― ― × ― ― × ― ― × × × ― ―

関係団体

所管部局
に対して
調査権を
行使 ×

所管部局
を通じた
関与

所管部局
に対し調
査権を行
使

所管部局
に対して
調査権を
行使

所管部局
に対して
調査権を
行使

所管部局
を通じた
間接的な
対応にと
どまる

所管部局
に対して
調査権を
行使

所管部局
を通じた
間接的な
対応にと
どまる ― ― ― ―

所管部局
に対して
調査

当該業務に関する
職員の行為 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

職員の自己の勤務
内容に関する事項 × × × × × × × × × × × × × ×

オンブズマンの行為
に関する事項 × × × × × × × × × × × × × ×
判決、裁決などによ
り確定した権利関係
に関する事項 × × × × × × × × × × × × × ×
裁判所などにおいて
係争中の事項 ― × × × × × × × × × × × × ×
不服申立てを行って
いる事項 ― × ―

×（司法と
同様の扱 × × × × × × × × × ×

地方自治法

設置根拠

目的

所管
事項

苦情処理

行政監視

行政改善

機関

職員

司法



監査委員の所管事
項

に地方自
治法改
正。実質
的には対 × ―

×（司法と
同様の扱
い） × × ― × × ― ― × ― ×

個人情報保護条例
の所管事項 × ― ― × ― × ― × × ― ― ― ― ×
情報公開条例の所
管事項 ― ― ― × ― × ― × × ― ― ― ― ×
介護保険法の処分
についての不服に
関する事項 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ― ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ―
○ ― ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ○ ○ ―

○
○(市長に
対し） ○ ○

○(市長に
対して) ○ ○

○(市長な
どに対し）○ ○ ― ○ ○ ○

○ ― ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ―
― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ○ ― ― ―

―

○（市長
の求めに
応じて） ― ―

○(市長の
求めに応
じて） ― ―

○(市長な
どの求め
に応じて）― ― ― ― ―

○(市の機
関の求め
に応じて）

― ― ―
苦情に関
すること

行政改革
の監視・
調査・公
表につい
ての評価 ― ― ― ―

苦情に関
すること ― ― ― ―

３人（代表
１名）

３人（代表
１名・女性

２人（代表
１名） ２人

３人（代表
１名）

２人(代表
１名) ２人

３人（代表
１名）

２人(代表
１名) ２人 ２人 ２人

３人以内
(代表１名)

２人(代表
１名)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○
○ ― ― ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ― ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○ ○ ―

― ― ― ― ― ― ―
社会規範
に優れた ― ― ― ― ―

社会規範
に優れた

男２女１
弁護士２、
大学教授

男２女１
弁護士、
県教育委
員・県私
立学校審
議会委
員、NHK

男２
弁護士、
県職員Ｏ
Ｂ

男１女１
弁護士、
沖縄国税
事務所長

男２女１
元中学校
長・元西
尾市代々
表町内会
長、人権
擁護委

弁護士
（２）。

男２女１。
大学教
授・弁護
士・元判
事／弁護
士（２）。

弁護士
（２）。

大学教
授、弁護
士

元新聞社
論説委
員、司法
委員

弁護士、
人権擁護
委員

弁護士２
弁護士、
元埼玉県
職員

○（要） ○ ○（要） ○ ○ ○(要) ○ ○ ○（要） ― ○ ○ ○(要) ○

定数

首長が委託（議会の同意）

勧告

意見表明

類似制
度

職務

人格が高潔

社会的信望が厚い
地方行政に関し優れた識見

公表
提言

助言

その他

調査
自己発意に基づく調査

その他

求め
られ
る資
質

現任



３年（１期 ２年（１期 ３年（１期 ２年（１期 ２年（可） ３年(１期 ２年（１期 ３年（可） ３年（１期 １年(可) １年(可) ２年(１期 ２年(１期 ２年(可)
― ― ２年 ― ― ２年 ― ― ― ― ― ― １年 ―
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

合議制

苦情処理
は独任制
評価決定
は合議制

苦情処理
は原則単
独性
勧告、提
言など重
要事項は
合議制 合議制 合議制

基本的に
は独任
制。勧告、
意見表明
を行う場
合は合議
となる可

苦情処理
は原則単
独処理
重要事項
について
は合議制 合議制

独立・合
議併用 ― ― ― ― ―

週３日輪
番制

火曜日午
後輪番制
定例会は
月１回

週３日輪
番制

週３日輪
番制

毎月第１
第３月曜
日午後輪
番制
第３月曜
日に３名

週３日輪
番制

週２日＋
月２日（合
議日）＝
月１０日

１人月２～
３日、１日
２～３時
間。月１日
オンブズ
マン会

週２日
(火・木、
一人が週
１日ずつ
担当）・月
１日（定例

毎週火・
木曜日午
後
別に会議
の日を設
ける

毎週月水
と水金曜
日勤務
水曜日は
合議日

週２回勤
務
月１回定
例会議

非常勤
で、週１日
が原則
月１回定
例会議

火・木曜
日午後
で、面談
予約のあ
る日及び
調査する

― ― ― ― ― 月６０万 ― ― 月１５万 ― ― ― ― ―

何人も 何人も 何人も 県民 何人も 何人も

県民（「何
人」と同
義） 何人も

市の業務
について
利害関係
を有する 県民 県民 何人も

市の業務
について
利害関係
を有する 何人も

書面・口
頭可(書面
でできな
い場合)

書面・口
頭可（書
面ででき
ない場合）

書面(例外
有り) 書面

書面(例外
有り)

書面・口
頭可(書面
でできな
いとき）

書面・口
頭可（書
面ででき
ない理由 書面

書面・口
頭可(書面
でできな
いとき）

書面・口
頭可(書面
でできな
いとき)

書面・口
頭可(書面
でできな
いとき）

書面（例
外有り）

書面・口
頭可(書面
でできな
いとき）

書面(例外
有り）本人・代

理人
本人・代
理人

本人・代
理人

本人・代
理人

本人・代
理人

本人・代
理人 本人 本人

本人・代
理人 本人 本人 本人

本人・代
理人

市民オン
ブズマン
事務局

行政評価
委員会事
務局(市民
相談室直

オンブズ
マン事務
局

行政オン
ブズマン
相談室

市長公室
企画調整
課 事務局

総務部広
報課

政策企画
部広聴課

オンブズ
マン室(助
役直轄)

行政苦情
審査員事
務局

総務部広
報課

道民相談
センター

オンブズ
パーソン
事務局

企画財政
部自治振
興課

一般職員
５名（局長
級１、課長
級３、係長
級１）
非常勤２
名(参与、

専任職員
１名（課長
補佐級） ３名

一般職員
３名(課長
級１、補佐
級１、主事
１)

一般職員
３名（係長
１、主任
１、主事
１）

一般職員
２名(参事
１、課長補
佐１）
苦情相談
業務員１
名(非常

調査員を
置く・地方
県事務所
ごとに地
方相談員
を置く

一般職員
４名。課
長、課長
補佐、係
長、主任。

一般職員
２名。室長
(次長
級）、室長
補佐(課長
補佐級)。

局長１
行政相談
スタッフ２
（非常勤） 専任なし ― ２名 １名

６人 なし なし なし なし
置くことが
できる、４ なし なし なし なし なし あり なし なし

職務の分担

任期（再任）
１期目の任期短縮

兼職
禁止

報酬

申立てできる人の範囲

申立て方式

衆議院議員・参議院議員
地方公共団体の議会の議員・

長政党その他の政治団体の役
員

特別な利害関係にある企業
その他の団体の役員

勤務日

専門調査員

庶務

申立て者

苦情
の申
立て

事務局

職員


